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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成24年6月28日(2012.6.28)

【公開番号】特開2011-193523(P2011-193523A)
【公開日】平成23年9月29日(2011.9.29)
【年通号数】公開・登録公報2011-039
【出願番号】特願2011-111837(P2011-111837)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   7/173    (2011.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/765    (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/76     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ   7/173   ６３０　
   Ｈ０４Ｎ   5/91    　　　Ｌ
   Ｈ０４Ｎ   5/76    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成23年5月18日(2011.5.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
　番組リスト項目および他の番組ガイドデータは典型的には、衛星アップリンク設備によ
り、多数のケーブルシステムヘッドエンドへと提供される。各ヘッドエンドは、その番組
ガイドデータを多数のユーザへと配信する。双方向テレビ番組ガイドは典型的には、ユー
ザのセットトップボックス上で実現される。電子テレビ番組ガイドについては、例えば、
１９９６年１２月１９日に公開された、ＫｎｅｅらによるＰＣＴ特許出願公開番号第ＷＯ
９６／４１４７８号に記載がある。セットトップボックスは典型的には、ユーザのテレビ
とビデオカセットレコーダとに接続される。ユーザが番組を録画することを可能にする番
組ガイドシステムについては、例えば、１９９７年９月５日に出願された、Ｅｌｌｉｓら
による米国特許出願第０８／９２４，２３９号に記載がある。本明細書中、同出願の全体
を参考のため援用する。

【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　ビデオオンデマンド（ＶＯＤ）システムもまた開発されている。このようなシステムは
典型的には、ヘッドエンドが配信する番組を全て録画するか、または番組のうち選択され
た一部（ｓｕｂｓｅｔ）のみを録画する。前者のアプローチの場合、ユーザが所望する可
能性のある映像を全て確実に利用可能とするためには、サーバに膨大な格納容量が必要と
なる。後者のアプローチの場合、ユーザが視聴できるのは、ヘッドエンドのオペレータが
録画を決定した番組のみに限られる。音声信号および映像信号を格納し、転送するシステ
ムについては、例えば、１９９５年２月９日に公開された、ＢｕｈｒｏらによるＰＣＴ特
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許出願公開番号第ＷＯ　９５／０４４３１　Ａ２号に記載がある。ユーザが電子番組ガイ
ドを用いて番組にオンデマンドでアクセスすることを可能にするシステムについては、例
えば、１９９８年５月１２日に発行された、Ｇｉｒａｒｄらによる米国特許第５，７５１
，２８２号に記載がある。

【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　「Ｙｏｕｒ　Ｃｈｏｉｃｅ　ＴＶ」という名称で知られているケーブルテレビシステム
では、以前放送されたテレビ番組が一連のテレビ専用チャンネル上で再放送される。視聴
者は、番組の再放送を少額の負担で注文することができる。しかし、再放送は予め決めら
れた時間に放送されるため、視聴者にとって都合が良くない可能性がある。また、どの番
組を録画するのかを決定するのはケーブルシステムのオペレータであるため、所望する番
組が視聴者にとって利用不可能である場合もあり得る。インターネットにアクセス可能な
テレビシステムは、例えば、１９９８年４月２３日に公開されたＭａｃＲａｅらのＰＣＴ
特許出願公開番号ＷＯ９８／１７０６４に記載される。
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